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    令和５年９月　教育委員会　定例会　　

鈴鹿市教育委員会

議　　　　案

（第２０９０号～第２０９２号）

令和５年９月２５日



議案第２０９０号 

専決の承認について 

鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任命について次のとおり専決したので，これを報

告し，その承認を求める。 

令和５年９月２５日提出 

同日原案承認 

鈴鹿市教育長 廣田 隆延 

専決事項 

（ 別 紙 ） 

提案理由 

 鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任命を行うについて，鈴鹿市教育委員会の教育

長への事務委任等に関する規則第３条第１項の規定により専決したので，同条第２

項の規定により，この議案を提出する。 
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議案第２０９１号 

鈴鹿市教育委員会後援等の取扱いに関する要綱の全部改正について 

鈴鹿市教育委員会後援等の取扱いに関する要綱の全部を改正する告示を次のよ

うに制定する。 

令和５年９月２５日提出 

鈴鹿市教育長 廣田 隆延 

鈴鹿市教育委員会後援等の取扱いに関する要綱 

（ 別 紙 ） 

提案理由 

 鈴鹿市教育委員会後援等の取扱いに関する要綱の全部を改正するについて，鈴

鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第１条第２号の規定により，

この議案を提出する。 
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鈴鹿市教育委員会後援等の取扱いに関する要綱 

 鈴鹿市教育委員会後援等の取扱いに関する要綱（平成２５年鈴鹿市教育委員会告示

第４号）の全部を改正する。 

 鈴鹿市教育委員会が行う後援等の取扱いについては，別に定めるもののほか，鈴

鹿市後援等の取扱いに関する要綱（平成２５年鈴鹿市告示第２３５号）の例によ

る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は，令和５年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の日前に改正前の鈴鹿市教育委員会後援等の取扱いに関する

要綱の規定によりなされた手続その他の行為は，改正後の鈴鹿市教育委員会後

援等の取扱いに関する要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみな

す。 
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改 正 後 改 正 前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この要綱は，市以外のものが実

施する展覧会，講演会，演奏会，競技

会，記念事業，大会その他の行事又は

催し（以下「事業」という。）について，

市が後援等を行う場合の取扱いに関し

必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この要綱は，本市以外のものが

企画し，実施しようとする展覧会，講

演会，演奏会，競技会，記念事業，大会

その他の行事又は催し（その企画及び

実施に係る運営費について本市が補助

等を決定したものを除く。以下「事業」

という。）に対し，本市が後援等を行う

場合の取扱いに関し必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） （定義） 

第２条 この要綱において「後援等」と

は，後援，協賛その他市が事業の趣旨

に賛同し，その開催を支援することを

いう。 

第２条 この要綱において「後援等」と

は，後援及び協賛（名義等の表示を含

む。）をいう。 

（後援等） （後援等の対象） 

第３条 市は，市の施策の推進に寄与す

ると認められる事業であって公益性を

有するものについて，後援等を行うこ

とができる。ただし，次の各号のいず

れかに該当する事業については，この

限りでない。 

第３条 後援等の対象となる事業は，本

市の行政施策の推進上有益であると認

められる事業で，かつ，次の各号のい

ずれにも該当しないものとする。 

(１) 本市に金銭の負担を直接的に求

める事業 

(１) 広く市民に参加の機会が与えら

れていない事業 

(２) 参加者の範囲を不要に限定する

事業 

(２) 略 (３) 略

(３) 営利，商業宣伝，売名又は会員 (４) 営利，商業宣伝，売名又は会員

参考 
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等の勧誘若しくは親睦を目的とする

事業 

等の勧誘を目的とする事業 

(４) 法令又は公序良俗に反し，又は

反するおそれがある事業 

(５) 法令等に違反し，又は違反する

おそれがあると認められる事業 

(５) 市の信用又は品位を損ない，又

は損なうおそれがある事業 

(６) 本市の品位を損ない，又は損な

うおそれがあると認められる事業 

(７) 公序良俗に反し，又は反するお

それのある事業 

(６) 暴力団（暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第77号）第２条第２号に規定

する暴力団をいう。次項第１号にお

いて同じ。）の利益になり，又は利益

になるおそれがある事業 

(８) 暴力団（暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第77号）第２条第２号に規定

する暴力団をいう。）の利益になり，

又は利益になるおそれのある事業 

(７) 目的及び内容が明らかでない事

業 

(９) 社会的な非難を受け，又は受け

るおそれのある事業 

(８) 前各号に掲げるもののほか，市

長が後援等を行うことが適当でない

と認める事業 

(10) 前各号に掲げるもののほか，市

長が適当でないと認めた事業 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号

のいずれかに該当するものが主催し，

又は関与する事業（第３号に掲げるも

のにあっては，主催する事業）は，後援

等を行わない。 

(１) 暴力団その他反社会的な活動を

行うもの 

(２) 法令又は公序良俗に反する活動

を行うもの 
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(３) 身元（主催者が団体である場合

にあっては，当該団体の設置目的，組

織の構成員等）が明らかでないもの 

（後援等の名義の使用） 

第４条 市の後援等を受けた事業である

旨の表示又は公表は，当該事業につい

て市の後援等を受けたもの（以下「後

援等事業者」という。）に限り，行うこ

とができる。 

（賞状の交付等） （賞状の交付等） 

第５条 市長は，後援等を行う事業につ

いて，必要があると認めるときは，賞

状の交付，啓発物品の支給等を行うこ

とができる。 

第４条 市長は，後援等を承認した事業

に対し必要があると認めるときは，賞

状の交付，啓発物品の支給等を行うこ

とができる。 

（後援等の申請） （後援等の申請等） 

第６条 市の後援等を受けようとするも

のは，後援等を受けようとする日の10

日前までに後援等申請書（第１号様式）

にその活動内容等が分かる資料及び後

援等を受けようとする事業の目的，内

容等が分かる資料を添えて市長に提出

しなければならない。 

第５条 本市の後援等を受けようとする

もの（以下「申請者」という。）は，次

条第１項の規定による後援等の承認の

決定（以下「承認決定」という。）を受

けようとする日の10日前までに後援等

承認申請書（第１号様式）にその活動

内容等が分かる資料及び後援等を受け

ようとする事業の内容等が分かる資料

を添えて市長に提出しなければならな

い。 

２ 申請者は，承認決定を受ける前に，

本市の名義等を用いて広告その他の表

示をしてはならない。 

（後援等の決定） （後援等の承認等） 

第７条 市長は，前条の規定による申請 第６条 市長は，前条第１項の規定によ
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があったときは，その内容を審査し，

後援等の可否を決定するものとする。

この場合において，市長は，必要と認

める条件を付すことができる。 

る申請があったときは，その内容を審

査し，後援等の承認の可否を決定する

ものとする。この場合において，市長

は，承認について必要な条件を付すこ

とができる。 

２ 市長は，後援等を行うことを決定し

たときにあっては後援等承認決定通知

書（第２号様式）により，後援等を行わ

ないことを決定したときにあっては後

援等不承認決定通知書（第３号様式）

により，前条の規定による申請をした

ものに通知するものとする。 

２ 市長は，承認決定をしたときにあっ

ては後援等承認決定通知書（第２号様

式）により，後援等の不承認の決定を

したときにあっては後援等不承認決定

通知書（第３号様式）により申請者に

通知するものとする。 

（後援等の期間） （承認の期間） 

第８条 後援等の期間は，前条第１項の

規定により後援等を行うことを決定し

た日から当該後援等に係る事業を完了

する日までとする。ただし，その期間

が１年を超える場合は，１年とする。 

第７条 後援等の承認期間は，承認の日

から承認決定を受けた事業を完了する

日までとする。ただし，承認の日から

承認決定を受けた事業を完了する日ま

での期間が１年を超える場合は，１年

とする。 

２ 前項ただし書の場合において，後援

等事業者は，後援等の期間満了後引き

続き後援等を受けようとするときは，

その期間満了の日の１月前から10日前

までの間に第６条の規定による申請を

行わなければならない。 

２ 前項ただし書の場合において，引き

続き後援等の承認を受けようとすると

きは，第５条第１項の規定による申請

を行わなければならない。 

（事業の変更等の届出） （事業変更等の届出） 

第９条 後援等事業者は，後援等を受け

た事業について，その内容を変更し，

又は中止しようとするときは，速やか

に後援等事業変更中止届（第４号様式）

第８条 承認決定を受けたものは，当該

承認を受けた事業について，その内容

を変更し，又は中止しようとするとき

は，速やかに後援等事業変更中止届（第
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を市長に提出しなければならない。 ４号様式）を市長に提出しなければな

らない。 

（後援等の取消し等） （承認決定の取消し等） 

第10条 市長は，後援等を行う事業につ

いて，次の各号のいずれかに該当する

ときは，当該後援等を取り消すことが

できる。 

第９条 市長は，次の各号のいずれかに

該当したときは，当該承認決定を取り

消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により後

援等を受けたことが判明したとき。 

(１) 承認決定を受けたものが偽りそ

の他の不正の手段により承認決定を

受けたとき。 

(２) 承認決定を受けた事業が本市の

行政施策の推進上有益であると認め

られない事業であることが判明した

とき。 

(２) 第３条に規定する後援等の要件

を満たさないことが判明したとき。 

(３) 承認決定を受けた事業が第３条

各号のいずれかに該当することが判

明したとき。 

(３) 後援等事業者が，第４条の規定

に違反して後援等を受ける前に同条

に規定する行為をしたことが判明し

たとき。 

(４) 承認決定を受けたものが第５条

第２項の規定に違反したことが判明

したとき。 

(４) 後援等事業者が，第７条第１項

後段の規定により付した条件に違反

したとき。 

(５) 承認決定を受けたものが第６条

第１項後段の規定により付した承認

の条件に違反したとき。 

２ 市長は，前項の規定により後援等を

取り消したときは，後援等取消通知書

（第５号様式）により当該後援等の取

消しを受けたものに通知するものとす

る。 

２ 市長は，前項の規定により承認決定

を取り消したときは，後援等承認決定

取消通知書（第５号様式）により承認

決定を受けたものに通知するものとす

る。 

３ 市長は，第１項の規定により後援等 ３ 市長は，承認決定を取り消したとき
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を取り消したときは，第５条の規定に

より交付した賞状，支給した啓発物品

等の返還を求めるものとする。 

は，第４条の規定により交付し，又は

支給した物品等の返還を求めるものと

する。 

（事業の完了の報告） （事業完了の報告） 

第11条 後援等事業者は，後援等を受け

た事業が完了したときは，当該事業の

完了後30日以内に後援等事業実施報告

書（第６号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

第10条 承認決定を受けたものは，事業

が完了したときは，事業完了後30日以

内に後援等承認事業実施報告書（第６

号様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は，後援等を行った事業が入場

料，参加料，負担金その他の料金を徴

収したものであるときは，前項の規定

による報告とともに収支決算書の提出

を求めることができる。 

２ 市長は，承認決定をした事業が入場

料，参加料，負担金その他の料金を徴

収したものであるときは，前項の実施

報告書とともに収支決算書の提出を求

めることができる。 

３ 後援等事業者は，第５条の規定によ

り賞状の交付を受けたときは，第１項

の規定による報告とともに賞の内容及

び受賞者名を市長に報告しなければな

らない。 

３ 承認決定を受けたものは，第４条の

規定により賞状の交付を受けたとき

は，第１項の実施報告書とともに賞の

内容及び受賞者名を市長に報告しなけ

ればならない。 

（市の免責） （市の免責） 

第12条 市が後援等を行った事業におい

て生じた損害及び第10条第１項の規定

による取消しにより生じた損害につい

ては，後援等事業者において解決する

ものとし，市は一切の責任を負わない。 

第11条 市長は，承認決定を受けた事業

において発生した事故等による損害及

び承認決定の取消しにより生じた損害

の責任を負わないものとする。 

（事務の処理） （事務の処理） 

第13条 後援等に係る事務は，当該後援

等に係る事業を所管する課（鈴鹿市行

政組織規則（平成９年鈴鹿市規則第７

号）第３条に規定する課及び同規則第

第12条 後援等に係る事務は，当該事業

を所管する課（鈴鹿市行政組織規則（平

成９年鈴鹿市規則第７号）第３条に規

定する課及び同規則第６条第１項に規
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６条第１項に規定する会計課をいう。

以下この条において同じ。）又はこれ

に関連のある課において処理するもの

とする。 

定する会計課をいう。以下同じ。）又は

これに関連のある課において処理する

ものとする。 

第14条 略 第13条 略 
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議案第２０９２号 

佐佐木信綱記念館条例施行規則の一部改正について 

佐佐木信綱記念館条例施行規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

令和５年９月２５日提出 

 同日原案承認 

鈴鹿市教育長 廣田 隆延 

佐佐木信綱記念館条例施行規則の一部を改正する規則 

（ 別 紙 ） 

提案理由 

 佐佐木信綱記念館条例施行規則の一部を改正するについて，鈴鹿市教育委員会の

教育長への事務委任等に関する規則第１条第２号の規定により，この議案を提出す

る。 
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佐佐木信綱記念館条例施行規則の一部を改正する規則 

（佐佐木信綱記念館条例施行規則の一部改正） 

第１条 佐佐木信綱記念館条例施行規則（平成２５年鈴鹿市教育委員会規則第８号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう 

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（許可の申請） （許可の申請） 

第２条 条例第５条の規定により許可

を受けようとする者は，佐佐木信綱

記念館使用許可申請書（第１号様

式）を教育委員会に提出しなければ

ならない。 

第２条 条例第５条の規定により許可

を受けようとする者は，佐佐木信綱

記念館使用許可申請書（第１号様

式）を指定管理者に提出しなければ

ならない。 

２ 略 

（特別利用許可の変更） 

第６条 条例第11条第２項に規定する

利用者（以下「利用者」をいう。）

が許可を受けた事項を変更しようと

するとき又は許可を受けた特別利用

の中止をしようとするときは，佐佐

木信綱記念館特別利用許可変更・中

止申請書（第７号様式）に当該許可

に係る許可書を添えて教育委員会に 

２ 略 

（特別利用許可の変更） 

第６条 条例第11条に規定する利用者

（以下「利用者」をいう。）が許可

を受けた事項を変更しようとすると

き又は許可を受けた特別利用の中止

をしようとするときは，佐佐木信綱

記念館特別利用許可変更・中止申請

書（第７号様式）に当該許可に係る

許可書を添えて教育委員会に提出し 

提出しなければならない。 

２ 略 

なければならない。 

２  略 

附 則 

この規則は，令和５年 月 日から施行する。 
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 令和５年９月　教育委員会　定例会　

報　告　事　項

鈴鹿市教育委員会

令和５年９月２５日



次期鈴鹿市教育振興基本計画の策定について 

１ 策定経緯 

令和４年１１月 

令和５年 １月 

策定方針（定例会，庁内会議） 

現行の教育振興基本計画の基本事業に係るアンケートの実施 

～２月 

令和５年 ４月～ アンケート集計・分析，次期教育振興基本計画の素案作成

令和５年 ９月  学校関係者，子どもの意見聴取 

２ 計画の構成等 

（１）全体の構成

めざすこどもの姿 ＞ 基本理念 ＞ 基本目標（３） 

＞施策の基本的方向（５）＞ 基本事業（２３） 

（２）教育大綱との関係

・教育振興基本計画の中に教育大綱が包含されている。

・めざすこどもの姿から基本目標までが教育大綱となる。

３ 施策の基本的方向及び基本事業 

（１）施策の基本的方向及び基本事業の内容

別添資料「次期鈴鹿市教育振興基本計画に係る施策の基本的方向及び基本事業」 

のとおり 

（２）現行の教育振興基本計画の基本事業に係るアンケート結果

別添「鈴鹿市教育振興基本計画策定のためのアンケート調査結果報告」のとおり 

４ 今後の予定 

時 期 内 容 

Ｒ５年９月 学校関係者及び子どもに対する意見聴取 

Ｒ５年１０月 教育委員会定例会（報告），庁内会議（審議） 

Ｒ５年１１月～１２月 
正副議長説明，市議会全員協議会（素案説明，協議） 

パブリックコメント実施 

Ｒ６年２月～３月 

教育委員会【議決】 

庁内会議（審議） 

公表 
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９月教育委員会定例会 

天栄中学校区における学校再編の取組について 

教育委員会事務局 教育政策課 

１ 学校再編計画策定に向けた取組について 

・令和５年８月２１日（月）～  学校再編計画（素案） 意見募集開始 

・ ９月 １日（金） 合川小学校 PTA 役員会において説明 

・ ９月 ２日（土） 天名小学校 保護者説明会において説明 

・ ９月 ９日（土） 学校再編計画（素案）に係る説明会の開催 

・ ９月１５日（金） 郡山小学校，栄小学校 PTA 役員会において説明 

・ ９月２０日（水） 学校再編計画（素案） 意見募集終了 

２ 取組の実施概要 

（１） 【９月１日】合川小学校 PTA 役員会における主な意見等

〇 「義務教育学校」設置までに「新たな小学校」を開校する必要性は何か 

〇 昨年の説明会で示された学校再編と，今回示された内容の違いは何か 

〇 基本方針の適正規模基準は，合川や天名の地域にとって適切な基準か 

〇 天栄中学校において稲生小学校出身の児童が増えてきていることから 

「義務教育学校」を特認校にする印象を受ける 

（２） 【９月２日】天名小学校 保護者説明会における主な意見等

〇 「義務教育学校」における教育理念は教員の人事異動で変わらないのか 

〇 「新たな小学校」に栄小学校が加わらないことはなぜか 

〇 スクールバスの運行について具体的に示してほしい 

〇 子どもの教育環境を最優先に考えて学校再編を進めてほしい 

〇 学校再編には財政上の事情もあるのではないか 

〇 学校再編に伴い，放課後児童クラブはなくなるのか 

（３） 【９月９日】学校再編計画（素案）説明会における主な意見等

開催日時：令和５年９月９日（土）午前１０時から午前１１時３０分まで 

開催場所：天栄中学校 体育館 

参加人数：８７人（大人８３人，子ども４人） 

説明内容：別紙のとおり 

〇 義務教育学校を設置する学校再編だけではだめなのか 

〇 統合反対が多数意見のように扱われているが，統合反対は多数意見ではない 

〇 学校再編の白紙撤回を求めている声がある 
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９月教育委員会定例会 

〇 個別最適な学習を進めるためには，複式学級は理想的な環境ではないか 

〇 合川小学校で発生する複式学級への支援について考えているのか 

〇 小学校一年生の子どもをスクールバスに乗せるのは不安である 

〇 学校再編に伴い，放課後児童クラブはなくなるのか 

〇 義務教育学校について（校舎のあり方，建設場所など） 

（４） 【９月 15 日】郡山小学校 PTA 役員会における主な意見等

〇 ６年後に「義務教育学校」設置が控える中で，「新たな小学校」開校に係る 

労力が大きいのではないか（スクールバス，校名，校章，校歌など） 

〇 「義務教育学校」の開校時期を早められないのか 

〇 学校再編に反対の声も聞くが，どう応えてくのか 

〇 今後，放課後児童クラブはどうなるのか 

（５） 【８月 21 日～９月 20 日】意見募集における主な提出意見

提出人数：４４人 

〇 再編計画を支持する（クラス替えのできる適正な規模の学校に通わせたい） 

〇 早期に決着させて，この先の見通しと安心感を持ちたい 

〇 保護者や地域住民との議論が不十分ではないか 

〇 「新たな小学校」開校に向けた検討課題について 

（スクールバスの運行方法，放課後児童クラブ，跡施設などに関する質問）

  （具体的な検討に時間を割くべきであるなど，次の展開を望む声など） 

〇 近隣市でも実施している複式学級を推進するべきではないか 

〇 少人数では子どもの教育に色々な課題があるのではないか 

〇 学校再編に係る費用に関する記載がない 

〇 義務教育学校の設置時期を早められないのか 

〇 「新たな小学校」の開校を行わず，「義務教育学校」設置はできないのか 

  （児童生徒の負担の大きさや費用対効果など） 

〇 「義務教育学校」の「特認校」の考え方 

（「通学区域の弾力化」の今後の運用など） 

３ 今後の対応 

  これまで出された意見の整理を行い，市長部局とも連携の上，「天栄中学

校区における学校再編計画」の修正作業等を進めていく。 
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天
栄
中
学
校
区
に
お
け
る
学
校
再
編
計
画
説
明
会

①
開
会
挨
拶

②
計
画
（素
案
）
説
明

③
質
疑
応
答

④
閉
会
挨
拶

【
本
日
の
流
れ
】

小
学
校
の
再
編
に
よ
る
「
新
た
な
小
学
校
」

令
和
１
４
年
度

を
目
途
に
早
期
開
校

を
め
ざ
す

令
和
８
年
度

開
校

義
務
教
育
学
校

新
た
な
教
育
環
境
と
し
て
本
市
の
モ
デ
ル

●
●
小

栄
小

天
名
小

郡
山
小

合
川
小

よ
り
良
い
教
育
環
境
の
実
現

先
進
的
な
教
育
の
実
践

天
栄
中
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天
栄
中
学
校
区
に
お
け
る
学
校
再
編
計
画
（
素
案
）説
明
会

令
和
５
年
9
月
９
日

「天
栄
中
学
校
区
に
お
け
る
学
校
再
編
計
画
（素
案
）」

本
市
の
モ
デ
ル
校
と
も
な
る
新
た
な
教
育
環
境
を
創
造
す
る
た
め
，

義
務
教
育
の
９
年
間
の
教
育
課
程
を
見
据
え
た
「義
務
教
育
学
校
」の
設
置
に
向
け
た
考
え
方

を
示
す
。

「義
務
教
育
学
校
」の
設
置
ま
で
の
期
間
に
，
合
川
小
学
校
で
令
和
６
年
度
，
天
名
小
学
校
で

令
和
８
年
度
に
発
生
す
る
見
込
み
で
あ
る
複
式
学
級
に
対
し
て
，
よ
り
良
い
教
育
環
境
を
提

供
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
今
後
の
小
学
校
の
あ
り
方
を
示
す
。

「義
務
教
育
学
校
」

の
設
置
に
つ
い
て

「新
た
な
小
学
校
」

の
開
校
に
つ
い
て
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学
級
数

「学
校
の
小
規
模
化
に
伴
う
様
々
な
学
校
運
営
上
の
課
題

天
栄
中
学
校
区
に
お
け
る
学
校
再
編
計
画
（
素
案
）説
明
会

令
和
５
年
9
月
９
日

教
職
員
数

減

複
式
学
級

児
童
生
徒
に
あ
た
え
る
影
響

減
学
級
数
が
少
な
い
こ
と
に
よ
る
課
題

複
式
学
級
と
な
る
場
合
の
課
題

教
職
員
数
が
少
な
く
な
る
こ
と
に
よ
る
課
題

〇
ク
ラ
ス
替
え
が
で
き
な
い

〇
ク
ラ
ブ
活
動
の
種
類
が
限
定

〇
集
団
活
動
・
行
事
の
教
育
的
効
果
が
下
が
る

〇
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
少
な
く
な
る

〇
教
員
に
特
別
な
指
導
技
術
が
必
要

〇
教
員
の
負
担
が
大
き
い

〇
転
出
時
に
未
習
事
項
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る

〇
長
時
間
の
直
接
指
導
が
必
要
と
な
る
活
動
に
制
約

〇
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
教
職
員
配
置
が
困
難

〇
児
童
の
良
さ
が
多
面
的
に
評
価
さ
れ
に
く
く
な
る

〇
多
様
な
指
導
方
法
を
と
る
こ
と
が
困
難

〇
組
織
的
な
対
応
が
困
難

●
社
会
性
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

が
身
に
つ
き
に
く
い

●
人
間
関
係
や
相
互
の
評
価
が
固
定
化

●
協
働
的
な
学
び
の
実
現
が
困
難

●
教
員
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
を
生
か
し
た

教
育
を
受
け
ら
れ
な
い

●
意
欲
や
成
長
が
引
き
出
さ
れ
に
く
い

●
依
存
心
が
強
ま
る
可
能
性

●
集
団
へ
の
適
応
に
困
難
を
来
す
可
能
性

●
多
様
な
物
の
見
方
や
考
え
方
に
触
れ
る

こ
と
が
難
し
い

●
多
様
な
活
躍
の
機
会
が
な
く
，
多
面
的
な

評
価
の
中
で
個
性
を
伸
ば
す
こ
と
が
難

し
い

「
公
立
小
学
校
・中
学
校
の
適
正
規
模
・適
正
配
置
等
に
関
す
る
手
引
き
～
少
子
化
に
対
応
し
た
活
力
あ
る
学
校
づ
く
り
に
向
け
て
～
（
平
成

2
7
年
１
月

2
7
日
文
部
科
学
省
）
一
部
抜
粋
」

【素
案
Ｐ
２
－
５
】

発
生
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令
和
５

年
度

(2
02

3)

令
和
６

年
度

(2
02

4)

令
和
７

年
度

(2
02
5)

令
和
８

年
度

(2
02
6)

令
和
９

年
度

(2
02
7)

令
和
10

年
度

(
2
0
2
8
)

令
和
11

年
度

(
2
0
2
9
)

令
和
15

年
度

(
2
0
3
3
)

令
和
17

年
度

(
2
0
3
5
)

令
和
20

年
度

(
2
0
3
8
)

令
和
25

年
度

(
2
0
4
3
)

合
川
小
学
校

普
通
学
級

児
童
数

6
9

6
8

6
0

5
6

5
2

5
0

5
4

6
0

5
4

5
3

4
9

学
級
数

6
5

5
5

4
5

5
6

6
5

5

天
名
小
学
校

普
通
学
級

児
童
数

7
4

6
8

6
3

6
6

6
1

5
3

4
8

5
1

4
7

4
0

3
8

学
級
数

6
6

6
5

5
5

5
5

4
4

4

栄
小
学
校

普
通
学
級

児
童
数

1
5

0
1
4

3
1
3

3
1
2

2
1
1
1

1
1
3

1
0

3
1
2

4
1
2

4
1
0

9
9

1

学
級
数

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6

郡
山
小
学
校

普
通
学
級

児
童
数

1
7

6
1
6

7
1
6

4
1
7

2
1
6

2
1
5

5
1
4

2
1
4

7
1
4

9
1
2

9
1
0

9

学
級
数

6
6

6
7

7
7

7
6

6
6

6

天
栄
中
学
校
区
の
現
状
に
つ
い
て

実
数
値
に
よ
る
推
計

推
計
値
に
よ
る
推
移

合
川
小
学
校
の
令
和
６
年
度
以
降
の
児
童
数
は
，
小
規
模
特
認
校
制
度
に
よ
る
入
学
者
数
は
考
慮
し
て
い
ま
せ
ん
。

(令
和
５
年
度
「
2

0
年
推
計
」を
基
に
整
理

)

１
つ
の
複
式
学
級
発
生
見
込
み
時
期

２
つ
の
複
式
学
級
発
生
見
込
み
時
期

合
川
小
令
和
６
年
度
，
天
名
小
令
和
８
年
度

合
川
小
令
和
９
年
度
，
天
名
小
令
和
１
７
年
度

郡
山
小
学
校
，
栄
小
学
校
で
も
児
童
数
の
減
少
が
続
く
見
込
み

天
栄
中
学
校
区
に
お
け
る
学
校
再
編
計
画
（
素
案
）説
明
会

令
和
５
年
9
月
９
日

【素
案
Ｐ

1
2
】
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〇
「
小
中
一
貫
教
育
制
度
」
の
整
備

（
平
成
２
７
年
の
学
校
教
育
法
の
改
正
等
）

〇
９
年
間
を
見
通
し
た
新
時
代
の
義
務
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
，
検
討
し
て
い
く
こ
と
の
必
要
性

「
『
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
』
の
構
築
を
目
指
し
て
～
全
て
の
子
供
た
ち
の
可
能
性
を
引
き
出
す
，
個
別
最
適
な
学
び
と
，
協
働
的
な
学
び
の
実
現
～
（
答
申
）
」
（

令
和
３
年
１
月
２
６
日
中
央
教
育
審
議
会
）

義
務
教
育
学
校
に
つ
い
て

天
栄
中
学
校
区
に
お
け
る
学
校
再
編
計
画
（
素
案
）説
明
会

令
和
５
年
9
月
９
日

小
中
一
貫
教
育
に
関
す
る
国
の
動
向

小
中
連
携
教
育

小
中
一
貫
教
育

小
・
中
学
校
が
お
互
い
に
情
報
交
換
や
交
流
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
，
小
学
校
教
育
か
ら
中
学
校
教
育
へ
の
円
滑
な
接
続
を
め
ざ
す
様
々
な
教
育

小
・
中
学
校
が
目
指
す
子
供
像
を
共
有
し
，
９
年
間
を
通
じ
た
教
育
課
程
を
編
成
し
，
系
統
的
な
教
育
を
め
ざ
す
教
育

義
務
教
育
学
校

小
中
一
貫
校

組
織
・
運
営

１
人
の
校
長
，
１
つ
の
教
職
員
組
織

教
員
は
原
則
，
小
・中
学
校
の
両
免
許
状
を
併
有

小
学
校
・中
学
校
そ
れ
ぞ
れ
に
校
長
・教
職
員

教
員
は
各
学
校
種
に
対
応
し
た
教
員
免
許
状
を
保
有

修
業
年
限

９
年

（前
期
課
程
６
年
（
小
学
校
段
階
）
，
後
期
課
程
３
年
（
中
学
校
段
階
）
）

小
学
校
６
年
，
中
学
校
３
年

教
育
課
程

９
年
間
の
教
育
目
標
の
設
定

９
年
間
の
系
統
性
・体
系
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
の
編
成

・小
中
一
貫
教
育
（独
自
教
科
）
等
の
設
定

・指
導
内
容
の
入
れ
替
え
・移
行

・柔
軟
な
学
年
段
階
の
区
切
り
の
設
定
が
可
能
（５
-４
制
，
４
-３
-２
制

等
）

い
ず
れ
の
学
校
も
施
設
の
形
態
（一
体
型
，
隣
接
型
，
分
離
型
）は
問
わ
な
い
。

施
設
一
体
型
：
小
学
校
と
中
学
校
の
校
舎
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
，
一
体
的
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

施
設
隣
接
型
：
小
学
校
と
中
学
校
の
校
舎
が
，
同
一
の
敷
地
内
ま
た
は
隣
接
す
る
施
設
に
別
々
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

施
設
分
離
型
：
小
学
校
と
中
学
校
の
校
舎
が
，
隣
接
し
て
い
な
い
別
々
の
敷
地
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

【素
案
Ｐ
１
３
－
１
６
】
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９
年
間
の
系
統
的
な
学
習
活
動
や
児
童
生
徒
理
解

を
行
う
こ
と
が
可
能

１
人
の
校
長
の
も
と
教
職
員
組
織
も
１
つ
で
あ
る
こ
と
で
，
教
員
同
士
の

連
携
を
図
り
や
す
い

柔
軟
な
学
年
段
階
の
区
切
り
の
設
定
が
可
能

（例
）３
－
２
－
４

/ 
 ５
－
４

/ 
 ４
－
３
－
２

⇒
小
学
校
段
階
の
学
級
担
任
制
か
ら
中
学
校
段
階
の
教
科
担
任
制
へ
緩

や
か
に
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
，
い
わ
ゆ
る
「
中
１
ギ
ャ
ッ
プ
」
の
軽
減
が

期
待
で
き
る

特
徴
①

特
徴
②

義
務
教
育
学
校
に
つ
い
て

天
栄
中
学
校
区
に
お
け
る
学
校
再
編
計
画
（
素
案
）説
明
会

令
和
５
年
9
月
９
日

国
が
示
す
９
年
間
を
通
し
た
教
育
課
程
，
指
導
体
制
を
構
築
す
る
た
め
に
は
９
年
間
を
見
通
し
た
教
育
課
程
が

編
成
さ
れ
る
「義
務
教
育
学
校
」の
方
が
，
よ
り
効
果
的
な
教
育
活
動
を
実
現
で
き
る

義
務
教
育
学
校

１
年

２
年

３
年

４
年

５
年

６
年

７
年

８
年

９
年

教
科
担
任
制

一
部
教
科
担
任
制

学
級
担
任
制

（
教
科
を
専
門
と
す
る
教
員
が
授
業
を
実
施
）

（
一
部
の
教
科
で
実
施
）

（
担
任
が
ほ
ぼ
全
て
の
教
科
の
授
業
を
実
施
）

９
年
間
の
一
貫
し
た
児
童
生
徒
理
解
と
見
守
り
を
行
う
こ
と
が
可
能

９
年
間
を
通
し
て
学
習
を
行
う
独
自
教
科
の
設
定
が
可
能

（
例
）
義
務
教
育
学
校

【素
案
Ｐ
１
３
－
１
６
】
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天
栄
中
学
校
区
の
地
域
の
特
徴

「義
務
教
育
学
校
」の
設
置
に
つ
い
て

天
栄
中
学
校
区
に
お
け
る
学
校
再
編
計
画
（
素
案
）説
明
会

令
和
５
年
9
月
９
日

歴
史
あ
る
地
域
と

新
た
な
住
宅
地
域
が
共
存

自
然
豊
か
な
環
境

近
隣
に
高
等
教
育
機
関

が
立
地

地
域
の
多
大
な
協
力
を

得
な
が
ら
教
育
活
動
を
展
開

義
務
教
育
学
校

新
設
校
舎
（
施
設
一
体
型
）

新
た
な
教
育
環
境
と
し
て
本
市
の
モ
デ
ル
校
と
も
な
る
「
義
務
教
育
学
校
」

・
９
年
間
の
連
続
し
た
教
育
課
程
の
編
成

・
施
設
の
あ
り
方
検
討

・
特
認
校
と
し
て
市
内
全
域
か
ら
通
学
可
能

〇
令
和
１
４
年
４
月

を
目
途
に
，

早
期
開
校

を
め
ざ
す

〇
「
特
認
校
」
を
想
定

し
て
検
討

（
市
内
の
ど
こ
か
ら
で
も
通
学
可
能
）

義
務
教
育
学
校
を
設
置
す
る
こ
と
で

●
高
等
教
育
機
関
と
の
連
携
に
よ
り
，
先
進
的
な
取
組
を
推
進

●
児
童
・
生
徒
や
教
職
員
と
の
多
様
な
関
わ
り
が
可
能

●
９
年
間
の
特
色
あ
る
教
育
活
動
を
展
開

地
域
の

活
性
化

が
期
待
で
き
る

校
内
外
で

多
様
な

交
流
や

つ
な
が
り

【素
案
Ｐ
１
３
－
１
６
】
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義
務
教
育
学
校

新
た
な
教
育
環
境
と
し
て
本
市
の
モ
デ
ル

天
栄
中

小
学
校
の
再
編
に
よ
る
「
新
た
な
小
学
校
」

●
●
小

「
義
務
教
育
学
校
」
の
開
校
ま
で
に
，
合
川
小
学
校
及
び
天
名
小
学
校
で
複
式
学
級
が
発
生
し
，
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
顕
在
化
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
こ
と
か
ら
，
児
童
に
よ
り
良
い
教
育
環
境
を
提
供
す
る
た
め
，
「新
た
な
小
学
校
」を

開
校
す
る
。

栄
小

天
名
小

郡
山
小

合
川
小

よ
り
良
い
教
育
環
境
の
実
現

先
進
的
な
教
育
の
実
践

教
育
環
境
の
維
持

円
滑
な
移
行

伝
統

特
色
あ
る
取
組

地
域
と
の
連
携
事
業

英
語
教
育

IC
T教

育

小 中 連 携 教 育小 中 一 貫 教 育「新
た
な
小
学
校
」開
校
に
向
け
て

〇
合
川
小
学
校
及
び
天
名
小
学
校
の
２
校
に
郡
山
小
学
校
を
加
え
た
３
校
で

学
校
再
編
を
行
い
，
令
和
８
年
４
月
に
「新
た
な
小
学
校
」
を
開
校
す
る
。

〇
「
新
た
な
小
学
校
」は
，
現
在
の
郡
山
小
学
校
の
校
舎
を
活
用
す
る
。

〇
「新
た
な
小
学
校
」は
，
こ
れ
ま
で
３
校
で
培
わ
れ
て
き
た
取
組
を
継
承
し
，

先
進
的
な
教
育
を
実
践
す
る
学
校
を
め
ざ
す
。

〇
「
新
た
な
小
学
校
」で
構
築
さ
れ
た
教
育
環
境
や
得
ら
れ
た
知
見
を
生
か
し
て
，

円
滑
な
「義
務
教
育
学
校
」へ
の
移
行
に
つ
な
げ
て
い
く
。

「新
た
な
小
学
校
」の
開
校

合
川
小
学
校
の
小
規
模
特
認
校
制
度
に
つ
い
て

〇
令
和
７
年
度
入
学
者
を
最
後
と
す
る
。

〇
す
で
に
小
規
模
特
認
校
制
度
を
利
用
し
て
合
川
小
学
校
に
通
学
し
て
い
る
児

童
は
，
令
和
８
年
度
以
降
に
通
学
す
る
小
学
校
に
つ
い
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
希
望

や
事
情
に
対
応
し
て
い
く
。

天
栄
中
学
校
区
に
お
け
る
学
校
再
編
計
画
（
素
案
）説
明
会

令
和
５
年
9
月
９
日

令
和
１
４
年
度

を
目
途
に
早
期
開
校

を
め
ざ
す

令
和
８
年
度

開
校

【素
案
Ｐ
１
７
－
１
９
】
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「新
た
な
小
学
校
」で
期
待
で
き
る
教
育
的
効
果

天
栄
中
学
校
区
に
お
け
る
学
校
再
編
計
画
（
素
案
）説
明
会

令
和
５
年
9
月
９
日

●
た
く
さ
ん
の
友
達
と
出
会
い
，
一
緒
に
遊
ん
だ
り
，
協
力
す
る
機
会
が
ふ
え
る

●
い
ろ
い
ろ
な
友
達
と
活
動
を
す
る
中
で
，
自
分
や
友
達
の
あ
ら
た
な
一
面
に
気
づ
く
機
会
が
ふ
え
る

●
い
ろ
い
ろ
な
価
値
観
を
も
つ
友
達
と
学
ぶ
中
で
，
あ
ら
た
な
物
の
見
方
や
考
え
方
，
表
現
の
仕
方
に
触
れ
る

●
運
動
会
の
種
目
な
ど
が
増
え
，
学
校
行
事
が
よ
り
活
性
化
す
る

●
集
団
で
行
う
ス
ポ
ー
ツ
種
目
の
選
択
肢
が
ふ
え
る
（
例
）
サ
ッ
カ
ー
，
野
球
，
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル

●
い
ろ
い
ろ
な
長
所
を
持
っ
た
友
達
と
磨
き
合
い
高
め
合
う
機
会
が
ふ
え
る

●
い
ろ
い
ろ
な
友
達
に
自
分
の
考
え
を
伝
え
る
機
会
が
ふ
え
る

●
進
学
等
の
際
の
大
き
な
集
団
に
適
応
す
る
力
を
の
ば
す

●
い
ろ
い
ろ
な
活
躍
の
機
会
を
も
ち
，
多
面
的
な
評
価
の
中
で
個
性
を
の
ば
す

【素
案
Ｐ
１
７
－
１
９
】

「新
た
な
小
学
校
」
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今
後
の
取
組
に
つ
い
て
（
案
）

天
栄
中
学
校
区
に
お
け
る
学
校
再
編
計
画
（
素
案
）説
明
会

令
和
５
年
9
月
９
日

新 た な 小 学 校 開 校

校
名
・
校
章
・
校
歌
等
に
関
す
る
こ
と

P
T

A
組
織
体
制
や
活
動
内
容
等
に
関
す
る
こ
と

跡
施
設
に
関
す
る
こ
と

育
む
力
に
関
す
る
こ
と

先
進
的
な
教
育
に
関
す
る
こ
と

児
童
の
交
流
や
地
域
連
携
活
動
に
関
す
る
こ
と

今
後
の
通
学
路
の
安
全
確
保
に
関
す
る
こ
と

ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
運
行
に
関
す
る
こ
と

記
念
行
事
に
関
す
る
こ
と

児
童
が
使
用
す
る
学
用
品
等
に
関
す
る
こ
と

児
童 保
護
者

地
域
住
民

教
育
委
員
会
事
務
局

関
係
部
署

学
校
再
編
に
関
わ
る

学
校
関
係
者

準 備 委 員 会

【素
案
Ｐ
２
０
－
２
７
】

施
設
整
備
に
関
す
る
こ
と
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今
後
の
取
組
に
つ
い
て
（案
）

【
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
案
】

ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行

対
象
地
域
の
整
理

車
両
計
画
の
整
理

運
営
方
法
の
整
理

運
行
の
情
報
共
有
手
法
整
理

意
見
及
び
ニ
ー
ズ
把
握

先
進
事
例
の
調
査
・分
析

令
和
８
年
度

令
和
７
年
度

令
和
６
年
度

令
和
５
年
度

運
行
ル
ー
ト
・停
留
所
設
定

利
用
方
法
周
知

車
両
準
備

対
象
者
の
整
理

運
行
手
法
検
討

教
育
委
員
会
事
務
局
を

中
心
に
実
施

準
備
委
員
会
で
協
議
，
準
備
を
進
め
る

天
栄
中
学
校
区
に
お
け
る
学
校
再
編
計
画
（
素
案
）説
明
会

令
和
５
年
9
月
９
日

周
知
・
ニ
ー
ズ
把
握

保
護
者
・地
域
住
民

【素
案
Ｐ
２
０
－
２
７
】
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円
滑
な
「義
務
教
育
学
校
」へ
の
移
行
に
つ
な
げ
て
い
く

継
続
的
な
評
価

今
後
の
取
組
に
つ
い
て
（案
）

天
栄
中
学
校
区
に
お
け
る
学
校
再
編
計
画
（
素
案
）説
明
会

令
和
５
年
9
月
９
日

小
学
校
の
再
編
に
よ
る
「
新
た
な
小
学
校
」

義
務
教
育
学
校

新
た
な
教
育
環
境
と
し
て
本
市
の
モ
デ
ル

●
●
小

保
護
者
・
地
域
住
民

説
明

【素
案
Ｐ
２
０
－
２
７
】

取
組
の
強
化
や
改
善

学
校
関
係
者
，
児
童

学
校
関
係
者

教
育
委
員
会
の
関
係
部
署

ア
ン
ケ
ー
ト
等

連
携

学
校
運
営
協
議
会

15



（参
考
）今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
案

育
む
力
に
関
す
る
こ
と

先
進
的
な
教
育
に
関
す
る
こ
と

児
童
の
交
流
や
地
域
連
携
活
動
に
関
す
る
こ
と

今
後
の
通
学
路
の
安
全
確
保
に
関
す
る
こ
と

ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
運
行
に
関
す
る
こ
と

校
名
・
校
章
・
校
歌
等
に
関
す
る
こ
と

児
童
が
使
用
す
る
学
用
品
等
に
関
す
る
こ
と

P
T

A
組
織
体
制
や
活
動
内
容
等
に
関
す
る
こ
と

記
念
行
事
に
関
す
る
こ
と

施
設
整
備
に
関
す
る
こ
と

跡
施
設
に
関
す
る
こ
と

義 務 教 育 学 校 開 校

準 備 委 員 会

天
栄
中
学
校
区
に
お
け
る
学
校
再
編
計
画
（
素
案
）説
明
会

令
和
５
年
9
月
９
日

新 た な 小 学 校 開 校

準 備 委 員 会

令
和
８
年
度

令
和
７
年
度

令
和
６
年
度

令
和
５
年
度

令
和
9
年
度

令
和
1
0
年
度

令
和
1
1
年
度

令
和
1
2
年
度

令
和
1
3
年
度

令
和
1
4
年
度

義
務
教
育
学
校
設
置
に
向
け
た

・教
育
内
容

・学
校
再
編

に
関
す
る
整
理

・施
設

新
た
な
再
編
計
画
に
基
づ
く

課
題
の
検
討
・
準
備

【素
案
Ｐ
２
０
－
２
７
】
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一
人
の
教
員
が

２
年
生
と
３
年
生
を

交
互
に
指
導

よ
く
あ
る
質
問

天
栄
中
学
校
区
に
お
け
る
学
校
再
編
計
画
（
素
案
）説
明
会

令
和
５
年
9
月
９
日

〇
少
人
数
指
導
と
複
式
学
級
で
の
指
導
の
違
い
に
つ
い
て

少
人
数
指
導
で
は
，
理
解
・
習
熟
の
個
人
差
が
生
じ
や
す
い
教
科
を
教
員
２
人
で
指

導
し
た
り
，
グ
ル
ー
プ
に
分
け
た
り
し
て
，
個
に
応
じ
て
き
め
細
か
く
指
導
を
行
う
。

少
人
数
指
導
に
つ
い
て
（
例
：
算
数
）

２
年
生
算
数
（基
礎
ク
ラ
ス
）

必
要
に
応
じ
て
少
人
数
指
導
を
実
施

複
式
学
級
で
の
指
導
に
つ
い
て
（例
：
算
数
）

２
年
生

３
年
生

２
年
生
算
数

３
年
生
算
数

同
じ
学
級
で
，
異
な
る
内
容
を
学
習

２
年
生
算
数
（
発
展
ク
ラ
ス
）

習
熟
度
別
指
導

テ
ィ
ー
ム
・テ
ィ
ー
チ
ン
グ

複
数
の
教
員
で
授
業
を
実
施

複
式
学
級
で
は
，
学
習
内
容
の
異
な
る
２
つ
以
上
の
学
年
に

対
し
て
同
時
に
指
導
を
行
う
。

「わ
た
り
」
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よ
く
あ
る
質
問

天
栄
中
学
校
区
に
お
け
る
学
校
再
編
計
画
（
素
案
）説
明
会

令
和
５
年
9
月
９
日

〇
学
校
再
編
後
の
跡
地
に
つ
い
て

〇
地
域
の
ス
ポ
ー
ツ
の
場

〇
災
害
時
の
避
難
場
所

屋
内
運
動
場
や
グ
ラ
ウ
ン
ド

保
護
者
や
地
域
の
意
向
を
踏
ま
え
て
検
討
し
て
い
く

文
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

地
方
公
共
団
体

事
業
者

個
別
の
廃
校
の

情
報
提
供
・
公
募

活
用
の

相
談
・
応
募

文
部
科
学
省
の
「み
ん
な
の
廃
校
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

マ
ッ
チ
ン
グ
・情
報
提
供

文
部
科
学
省
の
「
み
ん
な
の
廃
校
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」等
を
活
用
し
て
民
間
活
用
の
可
能
性
を
探
る
な
ど
検
討
を
行
い
た
い
。

現
在

18



天
栄
中
学
校
区
に
お
け
る
学
校
再
編
計
画
（
素
案
）
に
つ
い
て

地
域
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
募
集
し
て
い
ま
す

意
見
募
集
期
間

令
和
５
年
8
月
２
１
日
（
月
）
～
９
月
2
0
日
（
水
）

対
象
者

〇
天
栄
中
学
校
区
に
在
住
の
方

〇
本
案
に
関
係
を
有
す
る
方

計
画
（素
案
）閲
覧
場
所

〇
教
育
政
策
課
（
鈴
鹿
市
役
所
本
館
１
１
階
）

〇
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
（
合
川
，
天
名
，
栄
）

〇
郡
山
公
民
館

〇
鈴
鹿
市
教
育
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

意
見
募
集
の
ご
案
内

天
栄
中
学
校
区
に
お
け
る
学
校
再
編
計
画
（
素
案
）説
明
会

令
和
５
年
9
月
９
日
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